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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に自動車両用の表示装置であって、
　－　表示領域（２１）及び外側部分（２２）を有する前面を有する表示スクリーン（２
）と、
　－　前記表示スクリーンの前方に配置されたタッチパネル（５）と、
　－　前記表示スクリーン（２）　とタッチパネル（５）との間に配置されて前記表示ス
クリーン（２）の周縁の全域を覆う外枠（３）であって、前記外枠（３）は側部及び横方
向延伸部を有するＬ字形を有し、前記外枠（３）の前記側部が前記表示スクリーン（２）
の側面に沿って延び、前記外枠（３）の前記横方向延伸部が前記表示スクリーン（２）の
前記外側部分（２２）の全域および前記表示スクリーン（２）の前記表示領域（２１）の
一部分を覆って延びている、前記外枠（３）と、
　－　前記タッチパネル（５）と前記外枠（３）との間において前記外枠（３）の前方に
配置された第１不透明マスク（４）であって、前記外枠（３）の前記横方向延伸部の全域
を覆うとともに、前記外枠（３）の前記横方向延伸部を越えて前記表示スクリーンの表示
領域（２１）の一部分を覆うように延びて、前記外枠（３）を覆い隠す、前記第１不透明
マスク（４）と、
　－　前記第１不透明マスク（４）の前方であってかつ前記タッチパネル（５）の前方に
配置された第２不透明マスク（６）であって、少なくとも前記タッチパネル（５）の縁か
ら延びて前記タッチパネル（５）の前面の外側部分を覆い隠している、前記第２不透明マ
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スク（６）と、
を備え、
　前記第２不透明マスク（６）は、前記外枠（３）の横方向に延伸する表面の一部を覆う
ように延び、
　前記第１不透明マスク（４）は、前記表示スクリーン（２）の前記前面の中央の方向へ
前記第２不透明マスク（６）を越えて延びており、これにより、前記第１不透明マスク（
４）における前記表示スクリーン（２）の前記前面の中央に最も近い点（４２）と、前記
第２不透明マスク（６）における前記表示スクリーン（２）の前記前面の中央に最も近い
点（６２）とを結ぶ直線（Ｐ２）が、前記第１不透明マスク（４）における前記表示スク
リーンの前記前面の中央に最も近い点（４２）の所での前記表示スクリーン（２）の前面
に対する法線（Ｐ０）と、０°以上５５°以下の角度（β）を成している、表示装置。
【請求項２】
　前記表示スクリーン（２）の前面、前記タッチパネル（５）の前面、並びに前記第１お
よび第２不透明マスク（４，６）は、実質的に平坦であって互いに平行である、請求項１
記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１不透明マスク（４）における前記表示スクリーンの前記前面の中央に最も近い
点（４２）と、前記第２不透明マスク（６）における前記表示スクリーン（２）の前記前
面の中央に最も近い点（６２）とを結ぶ直線（Ｐ２）が、前記第１不透明マスク（４）に
おける前記表示スクリーンの前記前面の中央に最も近い点（４２）の所での前記表示スク
リーン（２）の前面に対する法線（Ｐ０）と、１５°以上５５°以下の角度（β）を成し
ている、請求項１または請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１不透明マスク（４）における前記表示スクリーン（２）の前記前面の中央に最
も近い点（４２）と、前記外枠（３）における前記表示スクリーン（２）の前記前面の中
央に最も近い点（３２）とを結ぶ直線（Ｐ１）が、前記第１不透明マスク（４）における
前記表示スクリーン（２）の前記前面の中央に最も近い点（４２）の所での前記表示スク
リーン（２）の前面に対する法線（Ｐ０）と、１０°以上５５°以下の角度（α）を成し
ている、請求項１から請求項３のうちのいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示スクリーン（２）が固定されるケーシング（１）を更に備えている、請求項１
から請求項４のうちのいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第２不透明マスク（６）は、前記ケーシング（１）の少なくとも一部を覆うように
配置されている、請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記タッチパネル（５）は静電容量式または抵抗式である、請求項１から請求項６のう
ちのいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第２不透明マスク（６）と前記タッチパネル（５）の前面との上に配置された透明
シート（７）を更に備えている、請求項１から請求項７のうちのいずれか一項に記載の表
示装置。
【請求項９】
　前記第１および第２不透明マスク（４，６）は、スクリーン印刷によってガラス上に被
着されている、請求項１から請求項８のうちのいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記第２不透明マスク（６）は、スクリーン印刷によって前記透明シート（７）上に被
着されている、請求項８または請求項８に従属する請求項９記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記第１不透明マスク（４）は、スクリーン印刷によって前記タッチパネル（５）の後
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面上に被着されている、請求項９または１０記載の表示装置。
【請求項１２】
　特に自動車両用の表示装置であって、
　－　表示領域（２１）及び外側部分（２２）を有する前面を有する表示スクリーン（２
）と、
　－　前記表示スクリーンの前方に配置されたタッチパネル（５）と、
　－　前記表示スクリーン（２）　とタッチパネル（５）との間に配置されて前記表示ス
クリーン（２）の周縁の全域を覆う外枠（３）であって、前記外枠（３）は側部及び横方
向延伸部を有するＬ字形を有し、前記外枠（３）の前記側部が前記表示スクリーン（２）
の側面に沿って延び、前記外枠（３）の前記横方向延伸部が前記表示スクリーン（２）の
前記外側部分（２２）の全域および前記表示スクリーン（２）の前記表示領域（２１）の
一部分を覆って延びている、前記外枠（３）と、
　－　前記タッチパネル（５）と前記外枠（３）との間において前記外枠（３）の前方に
配置された第１不透明マスク（４）であって、前記外枠（３）の前記横方向延伸部の全域
を覆うとともに、前記外枠（３）の前記横方向延伸部を越えて前記表示スクリーンの表示
領域（２１）の一部分を覆うように延びて、前記外枠（３）を覆い隠す、前記第１不透明
マスク（４）と、
　前記第１不透明マスク（４）の前方であってかつ前記タッチパネル（５）の前方に配置
された第２不透明マスク（６）であって、少なくとも前記タッチパネル（５）の縁から延
びて前記タッチパネル（５）の前面の外側部分を覆い隠している、前記第２不透明マスク
（６）と、
を備え、
　前記第１不透明マスク（４）は、スクリーン印刷によって前記タッチパネル（５）の後
面上に被着されており、
　前記第１不透明マスク（４）は、前記表示スクリーン（２）の前記前面の中央の方向へ
前記第２不透明マスク（６）を越えて延びており、これにより、前記第１不透明マスク（
４）における前記表示スクリーン（２）の前記前面の中央に最も近い点（４２）と、前記
第２不透明マスク（６）における前記表示スクリーン（２）の前記前面の中央に最も近い
点（６２）とを結ぶ直線（Ｐ２）が、前記第１不透明マスク（４）における前記表示スク
リーンの前記前面の中央に最も近い点（４２）の所での前記表示スクリーン（２）の前面
に対する法線（Ｐ０）と、０°以上５５°以下の角度（β）を成している、表示装置。
【請求項１３】
　前記第１および第２不透明マスク（４，６）は、前記表示スクリーン（２）の前記前面
の中央の方向へ前記外枠（３）を越えて実質的に同様に伸びている、請求項１２記載の表
示装置。
【請求項１４】
　請求項１から１３のうちのいずれか一項に記載の表示装置を備えた自動車両のダッシュ
ボード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に自動車やトラックなどの自動車両用の表示装置に関する。とりわけ本発
明は、自動車のナビゲーション・システムやオンボード・コンピュータのための表示装置
に関する。本発明はまた、本発明による表示装置を備えた自動車両のダッシュボードにも
関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車両には、タッチパネル付の表示装置を備えたヒューマン・マシン・インターフェ
イス類がますます備え付けられている。このタイプの装置は、自動車両における諸機能が
制御されること、および使用者に役立つ情報が表示されることを可能とする。
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【０００３】
　このタイプの表示装置は、少なくとも１つの表示スクリーンと、タッチパネルとを備え
ている。表示スクリーンは一般的に、ケーシングに固定されている。
【０００４】
　表示スクリーンは典型的には、電子素子類によってアドレスされる表示領域を備えてい
る。電子素子類は、表示スクリーンの外側部分に配置され、一般的には、組立体を一緒に
保持する金属枠によって覆い隠される。これらの「技術的部分」とも呼ばれる電子素子類
は、電気配線部、半田付けされたケーブル、および／または電子回路を包含し得る。
【０００５】
　従来の諸構成においては、金属枠の一部が、表示スクリーンの前面上に伸びている。表
示装置の使用者に金属枠が見えてしまうのは、特に美観上の理由で望ましくない。
【０００６】
　特定の表示装置は、外縁部に追加的な装飾枠を備えたケーシングを具備している。その
装飾枠は、表示の外縁部を覆い、かくして金属枠や、表示装置の別の技術的要素を覆い隠
すものである。
【０００７】
　他の従来技術の表示装置は、金属枠を覆い隠す単一の（一般的には黒色の）不透明マス
クを備えている。
【０００８】
　しかしながら、このタイプの追加的な装飾枠や単一のマスクは、表示スクリーンにおけ
る前面の中央の方向へ相当の距離を伸び、画像の一部をも使用者から覆い隠してしまう。
特に、これは表示装置の前面に対して斜めに位置する使用者たちに当て嵌まる。自動車両
の状況においては、斜めの位置は、最もありがちな使用者の位置なのである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、表示スクリーンの全ての表示領域を使用者が見ることを可能としなが
ら、表示スクリーンの技術的な諸要素および／または金属枠が覆われることを可能とする
表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的のために本発明は、特に自動車両用の表示装置であって、
　－　表示スクリーンと、
　－　表示スクリーンの前方に配置されたタッチパネルと、
　－　表示スクリーンにおける前面の一部の上に配置された外枠と、
　－　タッチパネルと外枠との間に配置されて、当該外枠を覆うように、表示スクリーン
における前面の中央の方向へ外枠を越えて伸びる第１不透明マスクと、
　－　タッチパネルの前方に配置されて、第１マスクの前方に配置されたタッチパネルの
前面の外側部分を覆う第２不透明マスクと、
を備え、
　第１マスクは、スクリーンにおける前面の中央の方向へ第２マスクを越えて伸びている
、表示装置に関するものである。
【００１１】
　互いに相対的にずらされた２つのマスクの使用によって、使用者が表示スクリーンの全
ての表示領域を見ることができるようにしながら、外枠を覆うことが可能となることが有
利である。単一のマスクで同様の覆い隠しを得るには、当該マスクがタッチパネルの前方
に、即ち：本発明による第１マスクよりも外枠から遠く配置されねばならないであろうし
、従って本発明による第１マスクよりもスクリーンにおける前面の中央の方向へ更に伸び
ることになるであろう。単一のマスクは従って、スクリーンの画像の一部を覆ってしまう
のである。
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【００１２】
　本発明による装置はまた、個別に、或いは技術的に可能な任意の組み合わせで考えられ
る、以下の特徴のうち１つないし複数を備えていてもよい：
　－　表示スクリーンの前面、タッチパネルの前面、並びに第１および第２マスクは、実
質的に平坦であって互いに平行であること；および／または、
　－　当該表示装置の少なくとも１つの断面において、第１マスクにおける表示スクリー
ンの前面の中央に最も近い点と、第２マスクにおける表示スクリーンの前面の中央に最も
近い点とを結ぶ直線が、第１マスクにおける表示スクリーンの前面の中央に最も近い点の
所でのスクリーンの前面に対する法線と、１０°以上５５°以下の角度を成していること
；および／または、
　－　当該表示装置の少なくとも１つの断面において、第１マスクにおける表示スクリー
ンの前面の中央に最も近い点と、外枠における表示スクリーンの前面の中央に最も近い点
とを結ぶ直線が、第１マスクにおける表示スクリーンの前面の中央に最も近い点の所での
スクリーンの前面に対する法線と、１０°以上５５°以下の角度を成していること；およ
び／または、
　－　当該表示装置は、表示スクリーンが固定されるケーシングを更に備えていること；
および／または、
　－　第２マスクは、ケーシングの少なくとも一部を覆うように配置されていること；お
よび／または、
　－　タッチパネルは静電容量式または抵抗式であること、および／または、
　－　当該表示装置は、第２マスクとタッチパネルの前面との上に配置された透明シート
を更に備えていること；および／または、
　－　不透明マスクは、スクリーン印刷によってガラス上に被着されていること；および
／または、
　－　第２不透明マスクは、スクリーン印刷によって透明シート上に被着されていること
；および／または、
　－　第１マスクは、スクリーン印刷によってタッチパネルの後面上に被着されているこ
と。
【００１３】
　本発明はまた、特に自動車両用の表示装置であって、
　－　表示スクリーンと、
　－　表示スクリーンの前方に配置されたタッチパネルと、
　－　表示スクリーンにおける前面の一部の上に配置された外枠と、
　－　タッチパネルと外枠との間に配置されて、当該外枠を覆うように、表示スクリーン
における前面の中央の方向へ外枠を越えて伸びる第１不透明マスクと、
を備え、第１不透明マスクは、スクリーン印刷によってタッチパネルの後面上に被着され
ている、表示装置にも関する。
【００１４】
　本発明による装置はまた、個別に、或いは技術的に可能な任意の組み合わせで考えられ
る、以下の特徴のうち１つないし複数を備えていてもよい：
　－　当該装置は、タッチパネルの前方に配置されて、第１マスクの前方に配置されたタ
ッチパネルの前面の外側部分を覆う第２不透明マスクを更に備え、第１および第２マスク
は、スクリーンにおける前面の中央の方向へ外枠を越えて実質的に同様に伸びていること
；および／または、
　－　第１マスクは、スクリーンにおける前面の中央の方向へ第２マスクを越えて伸びて
いること；および／または、
　－　表示スクリーンの前面、タッチパネルの前面、並びに第１および第２マスクは、実
質的に平坦であって互いに平行であること；および／または、
　－　当該表示装置の少なくとも１つの断面において、第１マスクにおける表示スクリー
ンの前面の中央に最も近い点と、第２マスクにおける表示スクリーンの前面の中央に最も
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近い点とを結ぶ直線が、第１マスクにおける表示スクリーンの前面の中央に最も近い点の
所でのスクリーンの前面に対する法線と、１０°以上５５°以下の角度を成していること
；および／または、
　－　当該表示装置の少なくとも１つの断面において、第１マスクにおける表示スクリー
ンの前面の中央に最も近い点と、外枠における表示スクリーンの前面の中央に最も近い点
とを結ぶ直線が、第１マスクにおける表示スクリーンの前面の中央に最も近い点の所での
スクリーンの前面に対する法線と、１０°以上５５°以下の角度を成していること；およ
び／または、
　－　当該表示装置は、表示スクリーンが固定されるケーシングを更に備えていること；
および／または、
　－　第２マスクは、ケーシングの少なくとも一部を覆うように配置されていること；お
よび／または、
　－　タッチパネルは静電容量式または抵抗式であること。
【００１５】
　本発明はまた、本発明による表示装置を備えた自動車両のダッシュボードにも関する。
【００１６】
　本発明は、その実施の（非限定的な例として与えられる）以下の説明を読み取ることで
、また添付図面を考察することによって、より良好に理解されることとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明による装置の正面図。
【図２】図２の表示装置の軸線II－IIに沿った断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の文脈では、表示装置のある要素の「前面」によって意味するものは、使用時に
おいて表示装置の最終使用者に最も近い当該要素の表面である。
【００１９】
　本発明の文脈では、使用時において第１の要素が第２の要素よりも表示装置の最終使用
者に近いとき、第１の要素は第２の要素の「前方」に置かれている。
【００２０】
　本発明の文脈では、「面の外側部分」によって意味するものは、この面の縁部に位置し
た部分、換言すれば、この面の中央の側に置かれた面の中央部分に対するものとしての、
面の外周に最も近い部分である。
【００２１】
　本発明の文脈では、「面の中央」によって意味するものは、当該面の外周の、内側に内
接する円の中心、または周囲に外接する円の中心である。
【００２２】
　図２を参照すると、本発明による表示装置１０は、ケーシング１と表示スクリーン２と
を備えている。
【００２３】
　ケーシング１は、略平行六面体形状であって、各側壁と、後壁と、前壁とを有している
ことが好ましい。ケーシング１の前壁は、透明ないし半透明のシート７、例えばスモーク
加工されたシートの形態をとり得る。この透明シート７は、それを通して使用者に表示ス
クリーン２の表示が見えるように設置されている。
【００２４】
　透明シート７は多くの場合、ケーシング１の各側壁に対して、例えば接着剤８によって
固定されている。特に、透明シート７は、ガラス、プラスチック、或いは当業者に知られ
た他のどのような同等の材料で出来ていてもよい。そのシートは、表示装置１０の諸要素
を保護するのに役立ち得る。それは例えば、ケーシングの中へ塵埃が入るのを防止するた
めである。シート７は、本発明による表示装置を補剛したり装飾したりする機能をも有し
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ている。シート７は、表示装置における目に見えて触れられる要素となっている。
【００２５】
　ケーシングの内部には、表示スクリーン２が固定されている。表示スクリーン２は、Ｔ
ＦＴ、ＬＣＭ、ＬＣＤ、またはＯＬＥＤのスクリーンであってよい。
【００２６】
　表示スクリーン２の前面は、表示領域２１と、外側部分２２とを備えている。
【００２７】
　表示スクリーン２は、その後面を介してケーシング１に固定されていることが好ましい
。表示スクリーンはまた、（シート７に剛性がある場合には）接着性接合によってシート
７の下に吊り下げられたり、バネや発泡体などの弾性要素の影響を受けてシートに押し付
けられたりしていてもよい。
【００２８】
　表示スクリーン２の前面における外側部分２２の一部の上に、外枠３が伸びている。
【００２９】
　外枠３は、表示スクリーンの各側面のうち１つの上にも設置されていてよい。外枠３は
、表示スクリーンの機能（例えばアドレッシング）を確保する技術的要素の組を覆ってい
る。この（一般的にはベゼルと呼ばれる）外枠３ないし装飾枠は、スクリーンの外周上に
設置されて、その各端面を保護する。
【００３０】
　典型的には、外枠３は、薄さを保ちつつ、表示スクリーンの優れた機械的保護を可能と
するため、またスクリーンの縁部上に配置された電子回路や配線部を静電気放電から保護
するための材料で出来ている。ガラスの引っ掻き傷を防ぐため、外枠とスクリーンの表面
との間にシールが配置されるのが一般的である。
【００３１】
　表示装置１０は、表示スクリーンの前方に配置されたタッチパネル５を更に備えている
。タッチパネル５は、表示スクリーン２と透明シート７との間に配置されている。タッチ
パネル５は、表示スクリーンの表示領域２１の全体に渡って広がっていることが好ましい
。タッチパネルは、表示スクリーンに対して相対的に固定的に配置されていることが好ま
しい。タッチパネル５は、抵抗式や静電容量式のものであってよい。
【００３２】
　透明シート７は、タッチパネル５の一面に渡って広がっている。
【００３３】
　図２に示すように、本発明による表示装置１０は、タッチパネル５と表示スクリーン２
との間に配置された第１不透明マスク４を備えている。第１マスク４は、表示スクリーン
の前面における外側部分の一部を覆うように配置されている。
【００３４】
　第１マスクは、表示スクリーンの前面の外側部分における、少なくとも外枠３の配置さ
れる部分を覆うように配置されていることが好ましい。
【００３５】
　「（表）面の一部（分）を覆う」によって意味するものは、不透明マスクで当該部分を
覆い隠すことによって、使用時に表示装置の最終使用者に当該部分が見えないようにする
、という事である。
【００３６】
　表示装置１０はまた、タッチパネルの前方に配置されて、第１マスク４の前方に配置さ
れたタッチパネルにおける前面の前方の外側部分を覆う第２不透明マスク６をも備えてい
る。
【００３７】
　第１マスク４は、スクリーンにおける前面の中央の方向へ第２マスク６を越えて伸びて
いる。そのような構成によって、表示スクリーンの前面における表示部分の（とりわけ斜
めから見たときの）最大限の視認性を使用者が有することを保証しつつ、表示スクリーン
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の外側区域の部分を覆うことが可能となって有利である。
【００３８】
　実際には、本発明による装置の第１および第２マスクは、薄い不透明層である。
【００３９】
　本発明の好適な一実施形態によれば、表示スクリーンの前面、タッチパネルの前面、並
びに第１および第２マスクは、実質的に平坦であって互いに平行である。同様に、透明シ
ートは、平坦であって、表示スクリーンの前面に対して実質的に平行であることが好まし
い。
【００４０】
　図２に示すように、表示装置１０の少なくとも１つの断面において、第１マスク４は、
表示スクリーンにおける前面の中央の方向へ外枠３を越えて、第１の点４２まで伸びてい
る。
【００４１】
　特に、図１で分かり得るように、表示装置の少なくとも１つの断面において、第１マス
クにおける表示スクリーンの前面の中央に最も近い点４２と、第２マスクにおける表示ス
クリーンの前面の中央に最も近い点６２との間の直線Ｐ２を定義することができる。
【００４２】
　直線Ｐ２は、表示装置１０に対して斜めに位置した使用者の入射視覚経路を表す。
【００４３】
　また、第１マスクにおける表示スクリーンの前面の中央に最も近い点４２と、外枠にお
ける表示スクリーンの前面の中央に最も近い点３２との間の直線Ｐ１も定義することがで
きる。
【００４４】
　まさに上記のように、直線Ｐ１は、表示装置に対して斜めに位置した使用者の入射視覚
経路を表す。
【００４５】
　本発明の一実施形態によれば、表示装置は、直線Ｐ２と、第１マスクにおける表示スク
リーンの前面の中央に最も近い点４２の所でのスクリーンの前面に対する法線Ｐ０との間
の角度βが、０°以上（例えば１０°以上、例えば１５°以上）５５°以下（例えば４５
°以下）であるように構成される。
【００４６】
　同様に、本発明の別の実施形態によれば、表示装置は、直線Ｐ１と、第１マスクにおけ
る表示スクリーンの前面の中央に最も近い点４２の所でのスクリーンの前面に対する法線
Ｐ０との間の角度αが、１０°以上（例えば１５°以上）５５°以下（例えば４５°以下
）であるように構成される。
【００４７】
　それらのようなαおよびβの値は、斜めに位置した使用者が、概して光沢のある外枠３
の縁部を知覚してしまうことを防止する。
【００４８】
　また、斜め方向の使用者は、表示領域２１の縁部の最大限を知覚する。
【００４９】
　一般的に外枠３の縁部３２よりも画像の方が極めて僅か（１から２ｍｍ）だけ小さいと
いう事実を利用して、点３２が第１マスク４の位置の許容偏差を吸収するようにも定置さ
れることとなる、即ち、第１マスク４が表示スクリーンにおける前面の中央の方向へ必要
よりも少しだけ多く伸びるのが有利である。
【００５０】
　第２マスクのようにタッチパネルの前方に配置された単一のマスクで同じ角度αを得る
には、当該マスクは、スクリーンの中央の方向へ第１マスク４よりも長く伸びなくてはな
らず、かくして表示領域２１の一部を覆ってしまうであろう、ということが明らかである
こととなる。
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【００５１】
　かくして、第１マスク４は枠の最適な覆い隠しを可能とし、第２マスク６は悪くとも表
示領域２１の縁部の視認を許容する。特に、マスク４は、視野をできるだけ少ししか縮小
させないよう、外枠３にできるだけ近く配置される。
【００５２】
　図２に示すように、タッチパネルは、１つないし複数の接着剤層８によって、外枠に対
して接着性接合され得る。同じことが、ケーシングに対して固定される透明シート７にも
当て嵌まる。
【００５３】
　透明シート７は、その透明シート７からの寄生反射を制限する偏光材９で被われていて
もよい。
【００５４】
　表示スクリーン２は、この場合、連結要素１１によってケーシングに固定され、好まし
くはケーシングにネジ止め（図示せず）される。
【００５５】
　第１および／または第２マスクは、不透明であり、また画像を枠内に収める縁を形成す
るために、装飾と調和したり対照をなしたりする灰色や黒色の単色ないし複数色のもので
あってよく、或いは、ぼかされていてもよい。
【００５６】
　本発明による装置の製造は、上述したように配置されるよう第１および第２マスクの位
置が定められる段階を含んでいる。一実施形態によれば、それらのマスクはガラス上への
スクリーン印刷によって作られてよい。
【００５７】
　このスクリーン印刷法によって、薄い層の形態をとるマスクを、透明シート７および／
またはタッチパネル５上に、精確で、複写可能に、かつ低コストで作り出すことが可能と
なる。
【００５８】
　もちろん本発明は、説明した各実施形態に限定されるものではなく、依然として特許請
求の範囲の範囲内にありながら他の諸変形例へ拡張されるものである。
【００５９】
　本明細書において、用語「備えている／備えた／備え（comprising）」は他の諸要素を
除外するものではなく、不定冠詞「ある（a）」や「１つの／一（one）」は複数を除外す
るものではない。様々な特徴が様々な従属請求項で一緒に引用されているという単純な事
実は、これらの特徴の組み合わせを有利に用いることができない、ということを示すもの
ではない。
【００６０】
　特許請求の範囲における如何なる参照符号も、本発明の範囲を制限するものとして解釈
してはならない。
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